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各種事務事業の取扱い（下水道関係）について提案する。 
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協議項目 ２６－５－７  各種事務事業の取扱い（下水道関係） 

 

・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 

・下水道事業については、合併時現行の２つの事業及び特別会計により実

施するものとする。 

・個別排水処理施設整備事業については、新市において特別会計を設け、

合併時に再編するものとする。 

・補助金等のうち、水洗化改造資金助成金については、下水道事業に伴う

助成は、望来処理区の供用開始から３年間に限り、また個別排水処理施

設整備事業に伴う助成は、合併年度に限り厚田地域において現行のとお

りとし、水洗化改造資金貸付金については、下水道事業及び個別排水処

理施設整備事業ともに、貸付額を「１戸あたり 70 万円以内」とする。

・手数料等のうち、指定工事事業者の指定の新規・更新承認に係る手数料

については、合併時に厚田村の制度に合わせるものとする。 

 

 

 



協 議 調 書 

（ 総 括 表 ） 

協議項目 ２６－５－７ 各種事務事業の取扱い（下水道関係） 所  管 建設水道専門部会 

調整の内容 

・合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 

・下水道事業については、合併時現行の２つの事業及び特別会計により実施するものとする。 

・個別排水処理施設整備事業については、新市において特別会計を設け、合併時に再編するものとする。 

・補助金等のうち、水洗化改造資金助成金については、下水道事業に伴う助成は、望来処理区の供用開始から３年間に限り、また個別排水処理施設整

備事業に伴う助成は、合併年度に限り厚田地域において現行のとおりとし、水洗化改造資金貸付金については、下水道事業及び個別排水処理施設整

備事業ともに、貸付額を「１戸あたり70万円以内」とする。 

・手数料等のうち、指定工事事業者の指定の新規・更新承認に係る手数料については、合併時に厚田村の制度に合わせるものとする。  

区      分 具 体 の 取 扱 い 

１．下水道事業 
２つの事業の性格が異なること、また２つの特別会計の経営状況には大きな格差があることから、合併時現行の２つの事業及び特

別会計により実施するものとする。 

２．個別排水処理施設整備事

業 

下水道処理区域外の水洗化整備を行うことは、衛生的で快適な生活環境の整備が図られることから、厚田村の制度を基に、新市に

おいて特別会計を設け、合併時に再編するものとする。 

３．補助金等 

 合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、水洗化改造資金助成金については、下水道事業に伴う助成は、望来処理区

の供用開始から３年間に限り、また個別排水処理施設整備事業に伴う助成は、合併年度に限り厚田地域において現行のとおりとし、

水洗化改造資金貸付金については、下水道事業及び個別排水処理施設整備事業ともに、貸付額を「１戸あたり70万円以内」とする。 

４．手数料等 
 新市においても必要であることから、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。ただし、指定工事事業者の指定の新規・更新

承認に係る手数料については、合併時に厚田村の制度に合わせるものとする。 

５．下水道関係事務  合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 



（ 個 表 ） 

１．下水道事業（第１２回現況調書２６～２９ページ参照） 

 

２．個別排水処理施設整備事業（第１２回現況調書３０ページ参照） 

 

 

区  分 石 狩 市 厚 田 村 浜益村 具体の取扱い 

事 業 区 分 公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業 

会 計 方 式 特別会計 特別会計 

使 用 料 ・基本料金(１０㎥まで)           990円 

・超過料金(１０～３０㎥) １㎥につき 120.75円 

      (３０㎥以上)  １㎥につき 175.35円 

・基本汚水量(５㎥まで)       850円 

・超過汚水量(５㎥以上) １㎥につき 180円 

受益者負担金

及び分担金 

●受益者負担金 

(都市計画法第75条の規定に基づく受益者負担金) 

 ・花川南負担区   １㎡につき 398円 

 ・花畔負担区    １㎡につき 453円 

 ・本町・樽川負担区 １㎡につき 485円 

 ・花川東負担区   １㎡につき 485円 

●分担金 

 (地方自治法第224条の規定に基づく分担金) 

 ・１家屋に係る受益者ごとに 100,000円 

 

該当なし ２つの事業の性格が異な

ること、また２つの特別

会計の経営状況には大き

な格差があることから、

合併時現行の２つの事業

及び特別会計により実施

するものとする。 

区  分 石 狩 市 厚 田 村 浜 益 村 具体の取扱い 

事 業 区 分 個別排水処理施設整備事業 

会 計 方 式 特別会計 

使 用 料 ・基本料金(５㎥まで)       850円 

・超過料金(５㎥以上) １㎥につき 180円 

受益者負担金

及び分担金 

該当なし 

(市が設置する個別排水処理施設はない) 

●分担金 

 (地方自治法第224条の規定に基づく分担金) 

 ・１家屋に係る受益者ごとに 100,000円 

該当なし 

(村が設置する個別排水処理施設はない) 

下水道処理区域外の水洗

化整備を行うことは、衛

生的で快適な生活環境の

整備が図られることか

ら、厚田村の制度を基に、

新市において特別会計を

設け、合併時に再編する

ものとする。 



３．補助金等（第１２回現況調書３１～３４ページ参照）  
区  分 石 狩 市 厚 田 村 浜益村 具体の取扱い 

水洗化改造 

資金助成金 

 該当なし ●厚田村水洗化改造等工事資金助成金 

 (下水道事業及び個別排水処理施設整備事業共通) 

(内容) くみ取り便所を水洗便所に改造するために要する

経費の一部を助成する。 

(助成基準) 

助成額： 

・助成対象工事費(１戸あたり50万円を限度)の1/5以内の

額 (高齢者、母子、身障者、生活扶助世帯のうち、所得

要件を満たす場合1/2以内の額) 

・遠距離排水設備(公共桝から家屋までの最短距離から 10

ｍを差引いた排水設備)の工事費 

(その他) 水洗化改造資金貸付金との併用は不可 

 該当なし 下水道事業に伴う助成に

ついては、厚田地域内で

の公平性を考慮し、望来

処理区の供用開始から３

年間に限り、厚田地域に

おいて現行のとおりとす

る。 

個別排水処理施設整備事

業に伴う助成について

は、合併年度に限り、厚

田地域において現行のと

おりとする。 

水洗化改造 

資金貸付金 

●石狩市水洗便所改造資金貸付金 

 

(内容) 下水道処理区域内において、くみ取り便所を水洗

便所に改造するために要する経費の一部を貸付する。 

(貸付基準) 

貸付額：水洗化工事費の額(便器１個につき48万円を限度)

利 息：なし(処理区域となってから３年が経過した場合

は、年８％以内の利息を徴収する。) 

償還期間：48月以内の均等月賦償還 

●厚田村水洗化改造等工事資金貸付金 

 (下水道事業及び個別排水処理施設整備事業共通) 

(内容) くみ取り便所を水洗便所に改造するために要する

経費の一部を貸付する。 

(貸付基準) 

貸付額：貸付対象工事費の額(１戸あたり70万円を限度) 

利 息：なし 

償還期間：48月以内の均等月賦償還 

(その他) 水洗化改造資金助成金(遠距離排水設備工事に

係る助成を除く)との併用は不可 

 該当なし 下水道事業及び個別排水

処理施設整備事業に伴う

貸付については、新市に

おいても必要であること

から、合併時に石狩市の

制度に合わせるものとす

る。ただし、貸付額につ

いては、厚田地域の実情

を考慮し「１戸あたり 70

万円以内」とする。 



  ４．手数料等（第１２回現況調書３５～３６ページ参照） 

 

 ５．下水道関係事務（第１２回現況調書３５～３８ページ参照） 

    新市において統一した事務を行う必要があることから、合併時に石狩市の制度に合わせるものとする。 

区  分 石 狩 市 厚 田 村 浜益村 具体の取扱い 

排水設備等の確認・完了等検査に係る手数料 

 

・排水設備等の計画の確認     １件につき 500円 

・材料の検査 

１件につき 材料費の100分の1に相当する額

・排水設備等の工事完了の検査  

１件につき 工事費の100分の1に相当する額

排水設備等の確認・完了等検査に係る手数料 

 (下水道及び個別排水処理施設設置事業共通) 

・排水設備等の計画の確認    １件につき 2,000円 

 

 

・排水設備等の工事完了の検査  １件につき 2,000円 

 該当なし 新市においても必要であ

ることから、合併時に石

狩市の制度に合わせるも

のとする。 

下水道事業等 

関係手数料 

 該当なし 指定工事事業者の指定の新規・更新承認に係る手数料 

 (下水道及び個別排水処理施設設置事業共通) 

・指定工事事業者の指定の新規承認 

１件につき 10,000円 

・指定工事事業者の指定の更新承認 

１件につき  5,000円 

 該当なし 新市においても、応分の

負担が必要であることか

ら、合併時に厚田村の制

度に合わせるものとす

る。 

 


